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2023年10月期第２四半期決算において想定されるご質問への回答 

 
日頃より、当社にご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。2023年10月期第2四半期決

算において想定されるご質問とその回答について、下記の通り開示させていただきます。 

 

 

 

 

 

当期上半期の営業利益（890百万円）の通期業績予想値に対する進捗率（52.3％）及び当社の業績

において、上半期よりも下半期の方が高い売上収益・利益水準となる傾向を考慮すると、売上収益・

各段階利益ともに業績予想値の達成確度は非常に高いものと理解しております。適時開示基準には抵

触する水準ではないため、業績予想の修正としては開示しておりませんが、業績予想値に対して上振

れての着地となる確度が高いものと本日時点では認識しております。 

尚、上半期よりも下半期の方が高い利益水準となる傾向にあるのは、季節変動によるものであり、

特に第3四半期は閑散月を含まないため、利益の出やすい四半期となっております。 

足元の第3四半期期間においても堅調に推移し、四半期利益ベースで過去最高値を更新する可能性

が高いと理解しております。 

 

 

 

 

2023年10月に導入されるインボイス制度の影響により、当社グループへのスタイリストの新規流入

は若干低調な状況にあります。実際には当社グループはインボイス制度導入に対して経過措置（詳細

は次設問の通り）を活用し、スタイリストへのネガティブ影響を回避する方針であるものの、「（ス

タイリスト求人市場全体として）マクロ的な正社員スタイリストから業務委託スタイリストへの転

職・転身のトレンド」が一時的に弱まっているものと理解しております。ただし、当該事象は業績予

想策定時に織り込み済の内容であり、大きな懸念はありません。 

尚、特にFCにおいて前年比の落ち込みが大きく見えますが、これは2022年8月に実施された

BELLTREE社及びKESHIKI社の直営化が影響しており、仮に直営化がなされていなかった場合の店舗あ

たりスタイリスト数は4.28（実際は4.16）であります（BELLTREE社及びKESHIKI社がFC全体の中での

平均を引き上げていたというものであります）。 

 

 

 

 

 

インボイス制度の実施後は、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控

除することができなくなりますが、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、イ

ンボイス制度施行後の６年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能とする経過措置（期間①：

「2023年10月からの2026年9月末までの3年間」、期間②：「2026年10月から2029年9月末までの3年

間」）が設けられています。 

 

業績予想値に対して順調に進捗しているように見えるが、通期での見通しはどのように考えている

か？足元の業績についてはどのように捉えているか？ 

2023年10月よりインボイス制度が導入され、当社グループの業務委託スタイリストにも影響がある

のではと思う。当該制度にどのように対応し、来期以降の業績見通しについてはどのように考えて

いるか？ 

 

店舗売上KPIについて、店舗あたりのスタイリスト数の減少（第2四半期決算説明資料 P.７）につ

いてどのように捉えているか？ 

 



 

期間①については、当該経過措置を活用する方針であります。これにより業務委託スタイリストは

これまで同様、免税事業者のままでも制度施行前と同水準の報酬を得られる一方で、美容室運営法人

側では仕入税額の控除が一部不可となるため、コスト（売上原価）が増加いたします。尚、当該イン

パクト（2023年10月期→2024年10月期での年間ベースで連結PLに与えるインパクト）は＋1.4億円程

度のコスト増となる想定でおります。 

期間②以降の対応については、現時点では未定でございます。 

尚、2024年10月期の業績については当該コスト増を考慮した上でも、積極的な新規出店により増収

増益トレンドを継続できるものと想定しております。 

インボイス制度の経過措置詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。 

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf 

 

 

 

 

現在、鋭意策定を進めており、当期（2023年10月期）の通期決算開示の際に発表させていただきた

いと考えております。 

以上 

 

2022年12月15日に中期経営計画を取り下げていると思うのですが、新中期経営計画については策

定の予定はあるか？ 

 

 

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

